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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項および第４

項の規定に基づき，子ども未来部を対象として，定期監査を実施したの

で，その結果を同条第９項の規定により，別紙のとおり公表する。
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平成２８年度 定期監査結果報告書（子ども未来部）

１ 監査の対象部局

子ども未来部

２ 監査の対象

財務監査

平成２８年４月１日から平成２８年１０月３１日までに執行された

収入事務，支出事務，契約事務およびこれらに関連する事務

３ 監査の期間

平成２８年１１月３０日から平成２９年３月２７日まで

４ 監査の方法

今回の監査は，上記の事務を対象として調査事項を定め，関係法令

等および予算に基づき，適正に執行されているかについて実施し，監

査にあたっては，抽出により諸帳簿等の関係書類について検査を行う

とともに関係職員から説明を聴取した。

５ 監査の結果

本件定期監査の結果は，以下のとおりである。

（１）全般的事項

ア 予算の執行について

予算の執行においては，歳入・歳出予算の執行状況を収入原簿，

支出負担行為整理簿等の関係書類をもとに検査した結果，次のと

おり改善等を要する点が見受けられた。

（ア）指摘事項

一般会計歳入予算（款）分担金及び負担金中，保育所入所負

担金140,891,950円について，函館市会計規則（昭和３９年規

則第９号）第１９条に規定する会計管理者への調定の通知がな

されていない状況であったことから，チェック体制を強化し，

遺漏のない事務の執行に努められたい。

（イ）監査意見

保育所入所負担金をはじめとする所管の収入金については，
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多額の収入未済を生じていることから，収入の確保により一層

努められたい。

イ 現金取扱事務について

現金取扱事務においては，現金出納簿，保管金払込書，収入原

簿等の関係書類をもとに検査した結果，次のとおり改善を要する

点が見受けられた。

（ア）指摘事項

市立保育所の管理および運営に関する事務は子どもサービス

課の所掌であるところ，保育所児童の災害共済に係る「日本ス

ポーツ振興センター保護者負担金」の収入事務を子ども企画課

が取り扱っていたことから，事務分掌に則り適切に対応された

い。

ウ 庶務的事務について

庶務的事務においては，出勤簿，休暇承認簿，時間外勤務命令

簿等の関係書類をもとに検査した結果，適正に処理されていた。

（２）個別的事項

ア 支出事務について

支出事務においては，保育所地域活動事業運営費補助金を対象

とし，支出負担行為から支出命令に至るまでの執行状況を支出負

担行為伺書等の関係書類をもとに検査した結果，次のとおり改善

を要する点が見受けられた。

（ア）指摘事項

補助事業の遂行にあたっては，函館市補助金等交付規則（昭

和６２年規則第４３号。以下「規則」という。）第１４条にお

いて「補助事業者等は，補助金等の交付の決定の内容およびこ

れに付した条件に従い，善良な管理者の注意をもって補助事業

等を行わなければならない。」としているため，補助事業は，

原則として交付決定後に着手されるべきであり，事業着手前に

交付申請させるべきところ，各保育所からの補助金交付申請に

は，申請前に既に事業に着手しているものが散見された。
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また，各保育所の事業実施予定期間は一律に４月１日から翌

年３月３１日までとの申請がなされているが，調査時点におい

て既に事業が完了していると思われるものが散見され，さらに

規則第１７条では「補助事業者等は，補助事業等が完了したと

きは，補助事業等実績報告書により速やかに市長に報告しなけ

ればならない。」としているところ，これらについての実績報

告書の提出がない状況であったことから，実態に沿った申請が

なされるよう取り扱われるとともに，規則に則った適正な事務

の執行を図られたい。
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